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 ５ 添付図書 

事前協議申出書、景観計画地区内における行為（変更）届出書等とともに、次のような書類の提出が必要です。 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 
縮尺、方位、敷地の境界線、建築物及び工作物の位置、土地の高低、道路の

位置及び幅員並びに塀の位置、高さ及び構造 

各階の平面図★ 縮尺、間取及び用途 

各面の立面図 縮尺、各部分の色彩及び仕上げ、露出する建築設備並びに広告物 

断面図（主要部２面以上）★ 縮尺及び各部分の高さ 

外構平面図★ 縮尺、土地の高低、各部分の仕上げ及び樹木の種類 

現況カラー写真 敷地及び敷地周辺の現況 

完成予想図（着色） 
建築物又は工作物及びその周辺状況 

マンセル表色系で示した色彩 

景観デザインチェックシート 
設計コンセプト、景観形成方針及び基準についての配慮事項、屋外広告物の

具体的な配慮事項 
※【★印】建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の場合は不要となります。 

※上記の添付図書を A４サイズに綴じて正副２部提出してください。 

※この表に掲げる図書によらなくても行為の内容が判断できると認められる場合等がありますので、添付図書については事前に景

観・地区まちづくり支援担当までご連絡ください。 

 

 ６ 市ホームページ 

景観に関する各手続の詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。 

■川崎市景観計画  川崎市景観計画   検索 ※川崎市景観計画(書籍版)はこちらからダウンロードすることができます。 

 https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-1-3-1-16-3-0-0-0-0.html 

■景観アドバイザー制度  川崎市景観アドバイザー制度   検索 

 https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000133597.html 

■景観事前協議  川崎市景観事前協議   検索 

 https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000133611.html 

■景観計画特定地区  川崎市景観計画特定地区   検索 

 https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-1-3-1-16-4-0-0-0-0.html 

■都市景観形成地区  川崎市都市景観形成地区   検索 

 https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000071261.html 

■地区計画形態意匠条例  川崎市地区計画形態意匠条例   検索 

 https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000068856.html 

 

問い合わせ先：川崎市まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当 

住所：〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町 1 番地 

電話：０４４－２００－３０２２ FAX：０４４－２００－３９６９  

E-mail：50keikan@city.kawasaki.jp 

Instagram：kawasaki_townscape 川崎市の素敵な景観を紹介しています 

令和 4 年 2 月版 

フォロー・いいね！ 
歓迎します 
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１ 景観形成基準 

景観ゾーン及び景観の帯の景観形成基準については、川崎市景観計画をご確認ください。景観形成基準には定

性基準、定量基準があります。定性基準及びガイドラインが定める基準に関しては、配慮事項となりますが、色

彩の基準となる定量基準は、勧告・変更命令の対象となります。変更命令に違反した場合等には景観法に基づく

罰則規定が適用されます。 

＜景観形成基準（定量基準）＞ ※景観形成基準（定性基準）は川崎市景観計画をご確認ください。 
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川崎市では、良好な景観を保全し、また、地域の特性

にふさわしい新たな景観を創出するため、景観法に基づ

く川崎市景観計画を平成 19 年に策定しました。川崎市

景観計画では、「景観ゾーン」、「景観の帯」等、市内の

景観の特徴ごとに景観形成方針・基準を定めています。 

一定規模以上の建築物の建築等、景観計画特定地区や

都市景観形成地区内での建築物の建築等の行為につき

ましては、事前協議や届出の手続が必要となります。 

また、景観形成の推進に向けた取組として、専門家に

よる技術的な助言を行う景観アドバイザー制度も行っ

ています。詳しくは市ホームページをご覧ください。 

※景観ゾーンは「ガイドマップかわさき」からご確認く

ださい。ttp://kawasaki.geocloud.jp/webgis/?p=1 

 

【川崎市】景観に関する手続 パンフレット（窓口配布用） 

川崎市景観計画（書籍版）につきましては、市ホームページからダウンロードすることができます。 

 川崎市景観計画   検索 

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-1-3-1-16-3-0-0-0-0.html 

※景観に関する各手続の詳細につきましては、「６ 市ホームページ」に記載の URL からご覧ください。 

（※１）０R＝10RP、０YR＝10R、０Y＝10YR を 

示しています。 

（※２） N（無彩色）については、「その他の色相」 

の「明度」の数値をチェックします 

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-1-3-1-16-3-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000133597.html
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000133611.html
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-1-3-1-16-4-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000071261.html
https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000068856.html
mailto:50keikan@city.kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-1-3-1-16-3-0-0-0-0.html
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 ２ 事前協議を要する行為（川崎市都市景観条例第 11 条の２第２項） 

建築物の建築等又は工作物の建設等を行う場合、次のいずれかの要件に該当するものを事前協議対象とします。 

 ・高さが３１ｍを超える建築物の建築等又は工作物の建設等（市全域） 

・壁面の長さが７０ｍを超える建築物の建築等（市全域） 

・景観計画特定地区における建築物の建築等又は工作物の建設等 
 

※建築物（工作物）の建築（建設）等とは、新築（新設）、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模

様替又は色彩の変更となります。 

※要件には、高さ、壁面の長さ等以外に、「市長が都市景観の形成に大きな影響を与えると認める行為」があります。 

※建築物及び工作物の高さ、建築物の壁面の長さの測り方は「３ 届出を要する行為」を参照してください。 

※事前協議のなかで景観アドバイザー会議を行います。詳細は市ホームページをご覧ください。 

 

３ 届出を要する行為（景観法第 16 条第１項） 

＜市全域（景観計画特定地区を除く）＞ 

建築物の建築等又は工作物の建設等を行う場合、次のいずれかの要件に該当するものを届出対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜景観計画特定地区＞ 

建築物の建築等又は工作物の建設等を行う場合、建築物又は工作物の規模に関わらず届出が必要となります。 

 

※建築物（工作物）の建築（建設）等とは、新築（新設）、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模

様替又は色彩の変更となります。 

※要件には、高さ、壁面の長さ等以外に、「市長が都市景観の形成に大きな影響を与えると認める行為」があります。 

※ガラス面の内側からの表示物（窓裏広告）は、建築物等の一部として扱い、届出対象とします。 

 

都市景観形成地区については地区ごとに届出対象の要件を定めており、また、地区計画形態意匠条例適用区域

に該当する場合は認定申請の手続が必要となります。それぞれ市ホームページをご確認ください。 
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 ４ 事前協議及び届出の流れ 

 

   

事前相談 ■計画段階で事前にご相談ください。 

  なお、事前相談の際には、川崎市景観計画に配慮した建築計画を作成し、持参して

ください。 

事前協議 

（60 日間） 

 

【川崎市都市景観条例第 11 条の２第２項】 

■事前協議対象は「２ 事前協議を要する行為」をご覧ください。 

■事前協議の期間は 60 日となります。事前協議申出の時期は市ホームページをご覧

ください。 

■景観アドバイザー制度を活用し、景観アドバイザーから助言を得る「景観アドバイ

ザー会議」を行います。 

■事前協議の流れの詳細は市ホームページをご覧ください。 
 

届 出 

（30 日間） 

【景観法第 16 条第１項】 

■届出対象は「３ 届出を要する行為」をご覧ください。 

■景観法第 18 条の規定により、届出受理後、30 日を経過した後でなければ、工事

着手できません。工事着手の 30 日前までに提出してください。 

協 議 ■「川崎市景観計画第３章 良好な景観の形成に関する方針」との整合について 

■「川崎市景観計画第４章 良好な景観の形成に関する行為の制限」への適否について 

 

 行為の制限に適合する     工事着手 
 

 行為の制限に適合しない    勧告  【景観法第 16 条第３項】 

                変更命令【景観法第 17 条第１項】 

工事着手 【景観法第 18 条】 

■届出受理後、30 日を経過した後でなければ、工事着手できません。 
 

※最大 90 日まで延長する場合があります。 

※届出した後、協議を終え、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、30 日

の期間を短縮することができます。 

※工事着手とは、建築物の建築等又は工作物の建設等の工事に着手する日を指します。ただし、根

切り工事等建築物等が地上に立ち上がらない工事等は除きます。 

着手届 【川崎市都市景観条例第 23 条】 

■外壁の塗装その他外観の仕上げ工事着手の際、外観の仕上げに使用する材料を用い

た外壁等の見本を添えて届出してください。 

完了届 【川崎市都市景観条例第 24 条】 

■届出した行為を完了したとき、又は中止したときは、届出が必要です。 

※届出をしなかった場合、命令に違反した場合などは、景観法に基づく罰則が適用されます。 

 届出時に既に見本を提出している場合は省略が可能です。  


